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主 文

１（１） 一審原告の控訴に基づき，原判決中，一審被告が平成１０年３月３１日付

けで一審原告に対してした，平成６年分の所得税の更正処分のうち納付すべき

税額７０８万８３００円を超える部分及び重加算税賦課決定（ただし，原判決

主文第２項が取り消すこととしている加算税額４３８万１５００円を超える部

分を除く ）に関する部分を取り消す。。

（２） 上記更正処分の部分及び重加算税賦課決定を取り消す。

２ 前項の部分に関する訴訟の総費用は，一審被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨（差戻し前控訴審のもの）

１ 一審原告

原判決を次のとおり変更する。

（１） 一審被告が平成１０年３月３０日付けでした一審原告の平成６年分の所得税

に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定を取り消す。

（２） 一審被告が平成１０年３月３１日付けでした一審原告の平成６年分の所得税

の更正処分のうち納付すべき税額７０８万８３００円を超える部分及び重加算税

賦課決定を取り消す。

２ 一審被告

（１） 原判決中，一審被告の敗訴部分を取り消す。

（２） 一審原告の請求をいずれも棄却する。

第２ 事案の概要

１ 本件は，一審原告が，平成６年８月本件譲渡資産を売却し，同年７月本件買換資産

を取得し直ちに居住の用に供したことから，これらの不動産の売却，取得に伴う税務

処理を含めて平成６年分の所得税の確定申告手続をＡ税理士（以下「Ａ」又は「Ａ税

理士」という ）に委任したのであるが，同税理士が，税務署職員と共謀して架空経。

費を計上するなどした内容虚偽の納税申告書を作成，提出して過少申告を行っていた

ことが発覚し，その後に，一審原告が租税特別措置法（ただし，平成７年法律第５５

号による改正前のもの。以下「措置法」という ）３６条の６第１項所定の買換特例。

（以下「本件買換特例」という ）の適用を前提とした修正申告（以下「本件修正申。

告」という ）をしたところ，一審被告から，平成１０年３月３０日付けで，本件修。

正申告により一審原告が新たに納付すべきこととなった税額に対し過少申告加算税及

び重加算税の各賦課決定処分（以下「第一次決定処分」という ）を受け，さらに，。

同月３１日付けで，本件買換特例の適用を否認した額での更正処分（以下「本件更正

処分」という ）及び本件更正処分により一審原告が新たに納付すべきこととなった。

税額に対し重加算税の賦課決定処分（以下「第二次決定処分」という ）を受けたた。

め，一審原告がこれらの処分はいずれも違法であると主張して，その取消しを求めた

（ただし，本件更正処分については，修正申告額である７０８万８３００円を超える

部分の取消しを求めた）事案である。

本件の争点は，以下のとおりであった。

① 第一次決定処分について，その取消しを求める訴えが，不服申立前置の要件を欠
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く不適法なものといえるか否か。

② 第一次決定処分及び第二次決定処分の重加算税賦課との関係において，一審原告

が，国税通則法６８条１項に規定する「隠ぺい又は仮装」の行為をしたといえるか

否か。

③ 第一次決定処分の過少申告加算税賦課との関係において，一審原告の修正申告書

の提出が，国税通則法６５条５項に規定する「その申告に係る国税についての調査

があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもので

ないとき」に該当するか否か。

， ，④ 第一次決定処分の過少申告加算税賦課との関係において 一審原告の過少申告が

国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由がある」と認められるか否か。

⑤ 本件更正処分との関係において，国税通則法７０条５項に規定する「偽りその他

不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税についての更正決定

等」に該当するか否か。

⑥ 本件更正処分との関係において，本件買換特例の適用の是非に関し，措置法３６

条の６第２項で準用する同法３６条の２第５項に規定する「やむを得ない事情があ

る」と認められるか否か。

⑦ 本件更正処分及び第二次決定処分との関係において，本件買換特例の適用を認め

なかったことが禁反言の法理に反して違法であるといえるか否か。

２ 本件の経過

（１） 原審は，以上の争点について次のとおり判示して，第一次決定処分中の重加

算税賦課決定のうち加算税額９９万１０００円を超える部分及び重加算税を賦課

した第二次決定処分のうち加算税額４３８万１５００円を超える部分を取り消

し，一審原告のその余の請求を棄却した。

ア 第一次決定処分の取消しを求める訴えは，国税通則法１１５条１項の定める

不服申立前置の要件を欠いているが，本件においては，同項３号にいう正当な

理由があるときに該当するから，上記訴えは適法である （争点①）。

イ 国税通則法６８条１項に規定する隠ぺい又は仮装の行為を納税者以外の者が

行った場合であっても，納税者本人の行為と同視できる場合には，納税者に対

して重加算税を課することができるが，本件においては，Ａ税理士の不正行為

を一審原告の行為と同視することは相当でないから，上記にいう隠ぺい又は仮

装の行為があったと認めることはできない （争点②）。

ウ 一審原告は，修正申告書の提出に先立ち，その申告に係る国税についての調

査があったことにより，平成６年分の所得税について更正があるべきことを予

知していたと認められる （争点③）。

エ 一審原告のした修正申告における納付すべき税額の計算の基礎となった事実

が，過少の税額を記載した確定申告の税額の計算の基礎とされていなかったこ

とについて，正当な理由があったとは認められない （争点④）。

オ 客観的に偽りその他の不正の行為によって税額を免れた事実が存在する場合

には，国税通則法７０条５項の適用があり，本件においては，一審原告の不正

行為の認識の有無にかかわらず，同項の適用があるから，一審原告の平成６年
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分の所得税に係る更正は，その法定申告期限の日から７年を経過するまで行う

ことができる （争点⑤）。

カ 措置法３６条の２第５項にいう「やむを得ない事情」とは，天災その他本人

の責めに帰することのできない事由により，確定申告書の提出又は確定申告書

に買換特例の適用を受けようとする旨の記載をし若しくはそのための必要資料

を添付することが不可能であったと認められるような客観的事情を指し，本件

においては，一審原告にやむを得ない事情が存したと認めることは困難である

から，本件買換特例の適用を認めることはできない （争点⑥）。

キ 本件買換特例の適用を認めなかったことが，禁反言の原則に反するとはいえ

ない （争点⑦）。

ク 以上によれば，第一次決定処分のうち過少申告加算税の賦課決定部分は適法

であるが，重加算税の賦課決定部分は，隠ぺい又は仮装の事実が認められない

点において違法である。しかし，重加算税の賦課は，過少申告加算税の賦課に

相当する部分をその中に含んでおり，修正申告が更正を予知してされたもので

ないときに該当せず，修正申告により新たに納付すべきこととなった税額の計

算の基礎となった事実が，確定申告の税額の計算の基礎とされていなかったこ

とについて正当な理由があるとは認められないから，第一次決定処分のうち重

加算税賦課決定部分は，国税通則法６５条１項，２項の規定を適用して算出し

た合計額１０３万７０００円から，同処分のうち過少申告加算税賦課決定部分

の金額４万６０００円を差し引いた９９万１０００円の限度では適法と認めら

れる。

次に，本件更正処分は，更正の期間制限に反せず，本件買換特例の適用も認め

られないから，適法である。

さらに，第二次決定処分は，重加算税賦課部分については違法であるが，第一

次決定処分と同様，過少申告加算税の賦課要件を満たしているから，国税通則法

６５条１項，２項の規定を適用して算出した合計額４３８万１５００円の限度で

は適法と認められる。

（２） 差戻し前の控訴審は，次のとおり判示して，原判決中，本件更正処分及び第

二次決定処分に係る部分を変更し，本件更正処分のうち納付すべき税額７０８万

８３００円を超える部分及び第二次決定処分の全部を取り消し，一審原告のその

余の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却した。

ア 前記の争点①，争点②，争点③，争点④についての判断は，原判決と同一で

ある。

イ 本件更正処分には，国税通則法７０条５項の適用はなく，同条１項の定める

３年の期間制限を超えてされたものであるから，違法である （争点⑤）。

ウ 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件更正処分のう

ち修正申告額を超える部分は取り消されるべきであり，また，本件更正処分を

前提としてされた第二次決定処分も違法であることが明らかである。

（３） 差戻し前の控訴審判決に対し，一審被告が敗訴部分の破棄を求めて上告受理

の申立てをし，一審原告も敗訴部分の破棄を求めて附帯上告受理の申立てをした
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ところ，最高裁判所は，本件を上告審として受理した上，一審被告の上告受理申

立ての理由中，事実認定についての経験則違反をいう点（理由書のうち，第１の

４（１）ウ及び第２の４）を排除する旨の決定をした。その上で，次のとおり判

示して，上記控訴審判決中，第一次決定処分に関する部分（ただし，一審判決が

取り消すこととしている重加算税賦課決定のうち加算税額９９万１０００円を超

える部分を除く ）を破棄し，同部分についての一審判決を取り消した上，第一。

次決定処分の全部を取り消し，また，本件更正処分のうち納付すべき税額７０８

万８３００円を超える部分及び第二次決定処分に関する部分（ただし，一審判決

が取り消すこととしている加算税額４３８万１５００円を超える部分を除く ）。

を破棄した上，同部分についての本件を当庁に差し戻し，さらに，一審被告のそ

の余の上告を棄却した。

ア 国税通則法６８条１項は，本来的には，納税者自身による隠ぺい又は仮装の

行為の防止を企図したものと解されるが，納税者以外の者が隠ぺい又は仮装の

行為を行った場合であっても，それが納税者本人の行為と同視することができ

るときには，形式的にそれが納税者自身の行為でないというだけで重加算税の

賦課が許されないとすると，重加算税制度の趣旨及び目的を没却することにな

る。しかし，本件においては，Ａ税理士の不正行為をもって納税者である一審

原告本人の行為と同視することはできず，一審原告につき国税通則法６８条１

。 ，項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできない そうすると

これと同旨の差戻し前控訴審の判断は是認することができる。

イ 本件におけるＡ税理士の不正行為は，国税通則法７０条５項にいう偽りその

他不正の行為に当たることはいうまでもない。そして，同項の文理及び立法趣

旨にかんがみれば，同項は，納税者本人が偽りその他不正の行為を行った場合

， ，に限られず 納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い

これにより納税者が税額の全部又は一部を免れた場合にも適用されるものとい

うべきであり，Ａ税理士が不正行為に及ぶことについて一審原告に認識等がな

かったとしても，同項の適用は免れない。また，同項の文理及び立法趣旨から

すれば，同項の適用範囲は，偽りその他不正の行為によって免れた税額に相当

する部分のみに限られるものではなく，偽りその他不正の行為により全部又は

一部の税額を免れた当該国税の全部が更正の対象となるから，偽りその他不正

の行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたとしても，

当該年分の当該国税に更正すべき税額があるときは，延長された７年の除斥期

間内であれば，なお更正をすることができるものである。そうすると，平成６

年分の所得税の法定申告期限から７年を経過する前の平成１０年３月３１日付

けでされた本件更正処分は，国税通則法７０条５項所定の除斥期間内にされた

ものということができる。

ウ 以上と異なる差戻し前控訴審の判断には，国税通則法７０条５項の解釈適用

の誤りがある。もっとも，本件修正申告に当たって新たな隠ぺい又は仮装の行

為が行われたことはなく，本件更正処分に基づいて納付すべき税額に関しても

重加算税の賦課要件がないことは明らかであるから，第二次決定処分のうち過



- 5 -

少申告加算税額相当分を超える部分を取り消すべきものとした点は，結論にお

いて相当ということができる。

これに対し，本件更正処分のうち修正申告額を超える部分及び第二次決定処

分のうち過少申告加算税額相当分までを取り消すべきものとした差戻し前控訴

， 。 ，審の判断には 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある そして

本件更正処分及びこれに伴う過少申告加算税賦課の適否，具体的には，本件買

換特例の適用に関する措置法３６条の２第５項にいう「やむを得ない事情」の

有無等につき更に審理を尽くさせるため，上記部分について本件を差し戻す。

エ 国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」があると認められる場合とは，

真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり，過少申告加算

税の趣旨に照らしても，なお，納税者に過少申告加算税を賦課することが不当

又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。本件において，Ａ税理

士のした不正行為は通常想定し難いものであり，一審原告としては適法な確定

申告手続を行ってもらうことを前提に必要な納税資金を提供していたという事

情があるだけではなく，税務署の職員が収賄の上，不正行為に積極的に共謀加

担した事実があって，課税庁の職員のこのような積極的な関与がなければ不正

行為は不可能であったともいえるから，過少申告加算税の賦課を不当とすべき

極めて特殊な事情が認められる。したがって，本件修正申告によりその納付す

べき税額の計算の基礎となった事実が確定申告において税額の計算の基礎とさ

れていなかったことについて，国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」が

あると認められる。

そうすると，これと異なり，第一次決定処分のうち過少申告加算税賦課決定

及び重加算税賦課決定中の過少申告加算税額相当分を適法であるとした差戻し

前控訴審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

（４） 以上の経過を辿った結果，一審原告の本件請求のうち第一次決定処分の取消

しを求める請求は，その全部を取り消すべきものとした本件上告審判決により確

定した。また，第二次決定処分の取消しを求める請求は，一審判決が取り消すこ

ととしている過少申告加算税額相当分４３８万１５００円を超える部分につい

て，一審被告の上告を棄却した本件上告審判決により確定した。したがって，差

戻し後の当審に係属している請求は，本件更正処分のうち修正申告額である７０

８万８３００円を超える部分及び第二次決定処分のうち上記加算税額相当分４３

８万１５００円の各取消しを求めるものとなる。

そこで，審判の対象として残された上記の各請求に関する争点は，前記の争点

⑤（本件更正処分との関係において，国税通則法７０条５項の適用があるか否

か ，争点⑥（本件更正処分との関係において，本件買換特例の適用に関する。）

措置法３６条の２第５項に規定する「やむを得ない事情がある」と認められるか

否か ，争点⑦（本件更正処分及び第二次決定処分との関係において，本件買。）

換特例の適用を認めなかったことが禁反言の法理に反して違法であるといえるか

否か ）である。また，差戻し後の当審において，当事者双方は，第二次決定処。

分のうち過少申告加算税額相当分につき，国税通則法６５条４項に規定する「正
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当な理由がある」と認められるか否かという点を巡って主張を行った。

しかし，争点⑤については，本件上告審判決が差戻し前の控訴審判決を破棄す

るに当たり，本件更正処分は国税通則法７０条５項所定の除斥期間内にされたも

のということができると判断していることから，差戻し後の当審は，その判断に

拘束される。したがって，差戻し後の当審における争点は，上記の争点⑥及び争

点⑦，更に上記の「正当な理由」を巡る新たな争点ということになる。

３ 本件の前提事実，上記各争点に関する当事者双方の主張は，後記４項のとおり当審

における主張 差戻し前の控訴審における主張も含む を付加するほか 原判決 事（ 。） ， 「

実及び理由」の「第２ 事案の概要」の１項，２項，並びに３項のうち （被告の本，

案の主張 （２）のイ・ウ・エ，同じく（原告の主張 （３）のイ・ウ及び（４）の） ）

イに記載されたとおりであるから，これを引用する。

４ 当審における主張

（１） 争点⑥（本件買換特例の適用に関して，措置法３６条の２第５項に規定する

「やむを得ない事情がある」と認められるか否か ）について。

（一審原告の主張）

住替えによる居住水準の向上等を図るという住宅政策上の配慮から設けられ

た買換特例の趣旨にかんがみると，実体的に特例が適用できる場合に，単に期

限内に手続を取れなかったというだけでその適用を排除することは，納税者に

とって過酷な事態を生じさせるから，買換特例の適用を排除するほどの責任を

納税者に負わせることが妥当でない場合は，やむを得ない事情の存在を認め，

特例を適用して納税者を救済することが立法趣旨に沿うものといえる。また，

買換特例の制度は，いずれ課税されるものを繰り延べるだけで，決して免税さ

れるわけではないから，納税者を保護すべき場合を厳格に解する必然性は小さ

い。

，「 」 ， ，この点からすると やむを得ない事情 の解釈について 原判決のように

天災その他本人の責めに帰することのできない客観的事情を指し，納税者の主

観的な意思あるいは個人的な事情はこれに該当しないとすることは，狭きに失

する解釈であり，申告する者について，一般の納税者として通常要求される程

度の注意を払ったとしても，なお確定申告書の提出又は記載若しくは添付を行

うことが不可能であったといえる事情があって，本件買換特例の適用を認めな

いことが不当，酷である場合をいうものと解すべきである。

， ，本件において 国が資格を付与した税理士に申告を依頼したにもかかわらず

その税理士と現職の統括国税調査官が共謀して不正申告を行うことは，通常要

求される程度の注意を払ったとしても，一審原告はもちろん，一般人にとって

予測することは困難である。しかも，一審原告は，租税についての専門的知識

を有しない一般納税者にすぎず，専門家を信頼して申告の依頼をしたとしても

あながち不合理ではない。一審原告にとって，専門家であるＡ税理士の不正申

告のために，納税者を保護するための本件買換特例の適用を受けられなくなる

というのは極めて酷であり，かつ，一審原告が本件買換特例について確定申告

書の提出又は記載若しくは添付を行うことが不可能であったといえるから，や
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むを得ない事情が存したものというべきである。

仮にやむを得ない事情について，原判決が示すような解釈をしたとしても，

一審原告は，専門家であるＡ税理士が示す税額に関して専門知識に基づいて正

当に処理がされたものであると理解したのであり，その選任監督に過失があっ

たとはいえないこと，一審原告が利得を得ているわけではなく，脱税の認識も

ないこと，適正な金額の納税申告を行えなかった原因として，徴税側である税

務署職員が不正に関与し，Ａ税理士と通謀して脱税行為を行った上，一審原告

から預かった金員を詐取していることに照らすと，本件においては，正しく天

災と同等に評価すべき納税者本人の責めに帰することのできない客観的な事情

が介在し，納税者の主観的な意思あるいは個人的な事情を超えていたといえる

から，やむを得ない事情が存したというべきである。

（一審被告の主張）

買換特例の制度は，個人の住宅の住替えによる居住水準の向上等を図るとい

う住宅政策上の観点から創設された特例であるが，どのような手続，要件の下

に優遇を認めるかは立法政策の問題であり，当該措置が例外的な優遇措置であ

ることに照らせば，法が定めた手続，要件については安易にこれを拡張するよ

うな解釈は許されない。措置法３６条の６第２項が準用する同法３６条の２第

４項は，大量的な事務処理が要求される租税行政の執行の特殊性にかんがみ，

早期に税額の確定を図る趣旨から，本件買換特例の適用を受けようとする者の

譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に，本件買換特例の適用を

受けようとする旨の記載があり，かつ，本件添付書類の添付がある場合に限り

その適用をする旨規定しており，修正申告書に本件買換特例に関する所定事項

の記載がされるなどしていても，確定申告書にそれらが欠けていれば，手続要

件を欠くものとして本件買換特例の適用は認められない。これに対し，確定申

告において選択権行使の意思表示をしない納税者は，原則どおり長期譲渡所得

課税を受けることになるが，このことにより納税者が特に不利益を被るもので

もない。

以上に照らせば，措置法３６条の２第５項に規定する「やむを得ない事情が

ある」と認められる場合とは，上記の法の趣旨の例外として，所定の措置を採

らないにもかかわらず，特例の適用を受けることを承認することがその趣旨に

反しない場合に限られるのであるから，そのような客観的事情がある場合，即

ち天災その他本人の責めに帰することのできない事由がある場合を指し，納税

者の主観的な意思あるいは個人的な事情はこれに該当しないと解すべきであ

る。そうすると，納税者が依頼した税理士の過誤による場合，あるいは税理士

が作成した確定申告書を納税者が十分に検討しなかった場合などは，確定申告

書の提出又は記載若しくは本件添付書類の添付がなかったことについて，やむ

を得ない事情があると認めることはできない。

本件において，一審原告は，本件委任の前から本件買換特例の存在及び要件

を知り，平成６年分の申告納税額を自分なりに試算した上，雪谷税務署に赴い

て本件譲渡資産の譲渡に係る所得税の確定申告手続を相談し，同年分の所得税
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の正当な納税額が６９８万０８００円であることを教えられ，しかも，同税務

署で確定申告書の下書き等の手直しをしてもらっていた。ところが，一審原告

は，Ａ税理士の言葉を安易に信じて，それより約１８０万円も安い５２０万円

とする方法による本件確定申告手続を選択し，後日，同税理士から確定申告が

終了したとの報告を受け，預けていた書類一切の入ったファイルを受け取った

， 。 ，際にも その中身を点検したり確認したりすることもしなかった そうすると

本件確定申告書に本件買換特例の適用を受ける旨の記載がなく，本件添付書類

の添付を欠いていることについて，一審原告に落ち度があることは明らかであ

り，その責めに帰することのできない客観的事情はなく，やむを得ない事情が

存すると認めることはできない。

（２） 争点⑦（本件買換特例の適用を認めなかったことが禁反言の法理に反して違

法であるといえるか否か ）について。

（一審原告の主張）

Ｂ査察官は本件において買換特例の適用を認める旨述べたのであるが，同人

は国税局の職員であるから，一審被告の上級官庁である東京国税局が買換特例

の適用を認める旨の見解を述べたということができ，そうである以上，行政の

一体性からして，禁反言の法理により，Ｂ査察官の発言を信じた一審原告につ

いて本件買換特例の適用を認めるべきである。

（一審被告の主張）

Ｂ査察官が，一審原告に対して，本件買換特例の適用を認める旨の発言をし

た事実はなく，禁反言の法理をいう一審原告の主張は失当である。

ところで，租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては，信

義則の適用については慎重でなければならず，租税法規の適用における納税者

間の平等，公平という要請を犠牲にしても，なお当該課税処分に係る課税を免

れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事

情が存する場合に，初めて信義則の適用の是非を考えるべきものである。そし

て，その特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては，少なくとも，①税

務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより，②納

税者がその表示を信頼し，その信頼に基づいて行動したところ，③後にその表

示に反する課税処分が行われ，④そのために納税者が経済的不利益を受けるこ

とになったかどうか，⑤納税者が税務官庁の表示を信頼し，その信頼に基づい

て行動したことについて，納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという

点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない（最判昭和６２年１０

月３０日 。そして，この場合の「信頼の対象となる公的見解の表示」とは，）

租税法律主義における合法性の要請と法的安定性の要請の見地から慎重に決せ

られるべきであり，租税職員の見解の表示がすべて信頼の対象となるのではな

く，原則として一定の責任ある立場の者の正式な見解の表示のみが信頼の対象

となるとみるべきである。本件において，一審原告は，査察官が所得税法違反

の告発に向けた調査を職務としていること，査察官に更正決定を行うか否かの

判断決定権限がないことは十分認識していたはずであり，査察官が査察調査に
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際し，口頭で行った買換特例に関する見解の表示が，信義則の適用において，

「信頼の対象となる公的見解の表示」に当たらないことは明らかである。

（３） 差戻し後の当審における新たな争点（第二次決定処分のうち過少申告加算税

額相当分につき，国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由がある」と認め

られるか否か ）について。

（一審原告の主張）

仮に一審原告の平成６年分の所得税について本件買換特例の適用を受けられ

ないとしても，一審原告が所得金額を過少に申告したことについて，国税通則

法６５条４項に規定する「正当な理由」が存する。

まず，第一次決定処分中の過少申告加算税部分と第二次決定処分中の過少申

告加算税額相当分とは，同じ平成６年分の所得税の申告について行われた処分

であって，確定申告に関わる事情は同一であり，真に納税者の責めに帰するこ

とのできない客観的事情が認められ，本件買換特例の適用に関する問題がある

か否かによって，正当な理由の存否が異なるものではない。

また，第二次決定処分における過少申告加算税額相当分の対象が本件修正申

告に対するものであったとしても，一審原告が修正申告に当たって本件買換特

例の適用を前提として計算したのは，東京国税局のＢ査察官や雪谷税務署のＣ

統括官から，本件買換特例の適用を認める方向での指示を受けたためである。

そうすると，一審原告は，本件買換特例の適用を前提とした税務職員の指導を

信じたのであるから，真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情が

あり，過少申告加算税を課することが不当又は酷であるといえる。

したがって，第二次決定処分のうち過少申告加算税額相当分についても，一

審原告が本件修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が，本

件確定申告において税額の計算の基礎とされていなかったことについて，国税

通則法６５条４項に規定する「正当な理由がある」と認められる。

（一審被告の主張）

国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」の意義について，本件上告

審判決の趣旨に照らせば，納税者の主観的な事情や法の不知又は解釈の誤りに

基づく場合は含まれず，加えて，過少申告加算税が，当初から適法に申告し納

税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに，過少申告

による納税義務違反の発生を防止し，適正な申告納税の実現を図り，もって納

税の実を挙げることを目的として設けられた制度であることからすれば，正当

な理由がある場合とは，納税者において当初から適法な期限内申告をする契機

が客観的に与えられていなかったような場合に限られると解すべきであり，安

易にこれを拡張するような解釈は許されない。

ところで，第一次決定処分は，本件修正申告により新たに納付すべきことと

なった税額を基礎として計算されているのに対し，第二次決定処分のうち過少

申告加算税額相当分は，一審原告が本件買換特例の適用があることを前提とし

て本件修正申告書を提出したことについて，一審被告が本件買換特例を適用す

ることができないとして行った本件更正処分に基づき，新たに納付すべきこと
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となった税額を基礎として計算されている。そして，前記のとおり，一審原告

は，平成６年分の所得税について本件買換特例の適用を受けることができない

のであるから，本件修正申告は，過少申告であることが明らかである。

この場合に，第二次決定処分の過少申告加算税相当分について国税通則法６

５条４項の「正当な理由」があるかどうかは，本件更正処分の税額の計算の基

礎となった事実について，本件修正申告書において税額の計算の基礎とされて

「 」 ，いなかったことに 正当な理由 があるかどうかにより判断すべきものであり

本件修正申告書の提出につきＡ税理士の関与の事実は認められないから，一審

原告の主張は失当である。

また，Ｂ査察官やＣ統括官が本件買換特例の適用を認めるような指示や指導

をした事実はないのであって，一審原告が過少申告となる修正申告をしたこと

について，真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは

いえず，納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には

当たらない。

したがって，一審原告が本件修正申告書の提出に当たって本件買換特例を適

用して納付すべき税額を過少に申告したことについて，国税通則法６５条４項

に規定する「正当な理由がある」とは認められない。

第３ 当裁判所の判断

１ 前記のとおり，差戻し後の当審に係属している請求は，本件更正処分のうち修正申

告額である７０８万８３００円を超える部分及び第二次決定処分のうち過少申告加算

税額相当分である４３８万１５００円の各取消しを求めるものであるところ，当裁判

所は，前記の争点⑥について，本件においては，本件買換特例の適用に関して措置法

「 」 ，３６条の２第５項に規定する やむを得ない事情がある と認められるべきであって

本件買換特例の適用を否認した本件更正処分は，上記修正申告額を超える部分におい

て違法であるから取り消されるべきであり，また，本件更正処分を前提とした第二次

。 ，決定処分のうち過少申告加算税額相当分も取消しを免れないと判断する その理由は

以下のとおりである。

２ 第二次決定処分に至るまでの事実関係

前記の前提事実（原判決「事実及び理由」の「第２ 事案の概要」の２項）に加え

て，証拠（甲１，２，５，８，乙４，５，原審における一審原告本人）並びに弁論の

全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。

（ ） ， ， ， ，１ 一審原告は 高校を卒業後 セールス ウエーターなどの仕事を経験した後

信用金庫等において長らく運転手として稼働していた。一審原告には，アパート

の家賃収入があったことから，青色申告者として，毎年，不明なところを税務署

や不動産屋に尋ねたりしながら，自ら確定申告をしていた。

（２） 一審原告は，平成６年８月，株式会社Ｄに対し，１０年を超えて所有してい

た居住用財産である本件譲渡資産（東京都大田区α×××番１所在の土地建物。

なお，建物は昭和４９年１２月に建築された ）を代金１億４４００万円で売却。

する旨の契約を締結した。また，一審原告は，同年７月，Ｅから，本件買換資産

（東京都大田区α×××番２所在の一審原告所有地上に存した借地権付き建物）
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を代金６２０６万円で買い受ける旨の契約を締結し，同年１０月，その所有権を

取得して直ちに居住の用に供した。なお，一審原告は，その後，上記建物を取り

壊し，同所に新たな建物を建築して居住の用に供している。

（３） 一審原告は，本件譲渡資産の譲渡について妻を通して本件買換特例の適用が

あることを知り，確定申告書や所定の用紙に下書きをするなどして，平成６年分

の所得税の申告納税額を３８０万７０００円と試算した上，平成７年２月１３日

ころ，所得税の確定申告手続の相談のため，上記の下書き等に係る書類を持参し

て雪谷税務署に赴き，その担当係官から，平成６年度分の本件譲渡資産の譲渡に

係る所得税額が６９８万０８００円となることを教えられた。

（４） 一審原告は，同日，雪谷税務署からの帰りに親戚の者が経営する喫茶店に立

ち寄り，税務署に相談に行ってきたことを話していたところ，客として来店して

， ，いたＡ税理士が名刺を差し出すなどして近づき その話に興味を持ったことから

事務所を見せてもらいに行くこととなった。そして，一審原告は，Ａ税理士が雪

谷税務署のすぐ近くに立派な事務所を構え，また 「私は国税局のＯＢだ 「税， 」，

務署長は私の部下のようなもんだ 「偉い人はみんな知っている」などと言う」，

Ａ税理士を信用し，本件買換特例の適用の件で税務署に相談に行ってきたことを

話した上，雪谷税務署で手直しをしてもらった確定申告書の下書き等の書類を同

人に見せた。すると，Ａ税理士が 「私に任せなさい，もう少し安くなるから」，

と言ったため，一審原告は，安くなるとの言葉にうれしくなり，同人に本件確定

申告手続を依頼する決心をした。

（５） 一審原告は，平成７年２月１４日，上記の下書きも含め，本件譲渡資産の譲

渡に係る関係書類等を持参して，Ａ税理士の事務所に赴き，税額と手数料につい

て尋ねたところ，Ａ税理士は 「手数料込みで５２０万円でよい」と答えたが，，

どのような方法で税金が安くなるかなどについて説明しなかった。一審原告も，

Ａ税理士が述べた金額が雪谷税務署で教えられた納付すべき所得税額より約１８

０万円も低かったものの，何らかの節税方法があるのではないか，あるいは雪谷

税務署で教えられた金額が間違っていたのかもしれないと考え，その点をＡ税理

士に尋ねたりはしなかった。一審原告は，同日，委任状に署名して，正式にＡ税

理士に対し本件確定申告手続を委任した上，本件譲渡資産の譲渡に係る関係書類

等を交付し，同月１７日，同人に支払うべき所得税及び手数料として５２０万円

を支払った。

（６） Ａ税理士は，平成７年３月１４日，一審原告の住所欄に「横浜市β××××

－１１０」と虚偽の住所を記載し，長期譲渡に係る一般所得分の必要経費欄に本

件譲渡資産の不実の取得費等の名目で「１億４３３６万６７２１円」と虚偽の数

額を記載するなどした上，長期譲渡所得金額，総所得金額及び納付すべき税額を

， 。 ，いずれも０円とする本件確定申告書を作成し これを緑税務署に提出した なお

本件確定申告書には，本件買換特例の適用を受ける旨の記載はなく，かつ，本件

添付書類も添付されていなかった。その当時，緑税務署個人課税第５部門の統括

国税調査官として勤務していたＦは，Ａ税理士から，一審原告ほか３名の平成６

年度分の譲渡所得に係る所得税の各確定申告につき，架空経費等の計上により譲
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渡所得を過少申告した事実を黙認するなどしてその発覚を未然に防止してもらい

たい旨の請託を受け，その謝礼として現金５００万円の供与を受けて賄賂を収受

し，一審原告らの各確定申告に係る過少申告の事実を黙認し，調査の手が及ばな

いように取り計らった。Ａ税理士は，一審原告から受領した５２０万円の全額を

自己の用途に費消した。

（ ） ， ，７ 一審原告は Ａ税理士がよもや上記のような不正行為を働くことを認識せず

そのような疑いを抱くこともなく，同人が適法に確定申告手続を行うものと信頼

していた。一審原告は，平成７年３月１６日，Ａ税理士の事務所に電話し，確定

申告がすべて終了したとの報告を受け，その後，同人から預けていた書類一切の

入ったファイルを受け取ったが，中身の点検や確認を一切しなかった。

（８） Ａ税理士は，税務署職員として勤務した後，昭和４２，３年ごろ，Ｇに所属

する税理士として登録し，雪谷税務署の前に事務所を構えて開業したが，遅くと

も平成元年ころから，現役の税務署職員であったＨ，Ｆなどの協力を得て，同人

らに賄賂を交付し，税務申告を不正に行って脱税を繰り返すようになっていたと

ころ，平成９年ころ，これらの脱税行為が発覚し，その後，所得税法違反等の罪

により懲役刑の実刑判決を受けた。なお，Ｆも，平成１０年６月，上記の加重収

賄等の罪により懲役３年の実刑及び１７００万円の追徴の判決を受けた。

（９） 東京国税局は，上記不正行為の発覚に伴い，平成９年１０月１４日，一審原

告に対する査察調査に着手した。その後，一審原告は，平成１０年１月６日，一

審被告に対し，本件買換特例の適用を前提として，納付すべき税額を７０８万８

， ，「 」３００円とする本件修正申告書を提出し 併せて 譲渡内容についてのお尋ね

と題する書面に本件買換特例の適用を受ける旨を記載して提出した。また，一審

原告は，同年２月１０日，所定の関係書類を本件添付書類として一審被告に提出

した。

ところで，仮に本件について本件買換特例の適用が認められるとした場合の納

付すべき税額は，収入金額が３１４５万１２５４円（本件譲渡資産の譲渡代金１

億４４００万円－本件買換資産の購入代金等１億１２５４万８７４６円 ，本件）

譲渡資産の取得費１３００万３２６５円（なお，経過年数１９年の建物取得費は

６１０万８７００円，土地取得費は６８９万４５６５円）と譲渡費用４７２万２

１２１円の合計が１７７２万５３８６円，必要経費が３８７万１４２７円（１７

７２万５３８６円×３１４５万１２５４円÷１億４４００万円 ，課税長期譲渡）

（ ，所得金額が２７５７万９０００円 ３１４５万１２５４円－３８７万１４２７円

千円未満切り捨て ，これに対する税額８２７万３７００円（税率３０％）とそ）

の他の課税総所得金額に対する税額１１８万９２００円との合計額９４６万２９

００円から，特別減税額１８９万２５８０円（９４６万２９００円の２０％）と

源泉徴収税額３０万９６００円を控除した申告納税額が７２６万０７００円（百

円未満切り捨て ，これから第１期分及び第２期分の予定納税額各８万６２００）

円の合計額を控除すると７０８万８３００円となる。

（１０） 一審被告は，平成１０年３月３０日，本件修正申告書の提出により一審原

告が新たに納付すべきこととなった税額７０８万８３００円に対し，過少申告加
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算税の金額を４万６０００円，重加算税の金額を２３１万３５００円とする第一

次決定処分を行い，次いで，翌３１日，一審原告の平成６年度分の所得税につい

て，本件買換特例の適用を否認し，納付すべき税額を３６３０万６５００円とす

る本件更正処分を行うとともに，本件更正処分により一審原告が新たに納付すべ

きこととなった税額２９２１万８２００円に対し，重加算税の金額を１０２２万

３５００円とする第二次決定処分を行った。なお，第二次決定処分に係る重加算

税賦課決定のうち過少申告加算税額相当分は，国税通則法６５条１項，２項，１

１８条３項により４３８万１５００円である。

３ 措置法３６条の２第５項に規定する「やむを得ない事情」について

前記のとおり，措置法３６条の６第２項が準用する同法３６条の２第４項は，本件

買換特例の適用を受けるためには，当該年分の確定申告書に買換特例の適用を受けよ

うとする旨を記載し，かつ，本件添付書類の添付がある場合に限り適用すると規定し

ているが，その趣旨は，原判決が判示するとおり，買換特例の制度は，譲渡所得に対

， ，する課税を免除するものではなく 課税の時期を原則どおり当該譲渡の時点とするか

買換資産の将来の譲渡時点まで繰り延べるかを納税者の選択に委ねるものであるか

ら，その優遇措置の適用を選択した納税者のみに適用することとし，かつ，その旨を

確定申告書に記載し，所定の書類を添付した場合にのみ適用を認めることで，大量の

事務処理を旨とする税額確定手続における画一的かつ的確な処理の実現を図ったもの

であると解される。そうすると，その例外規定である措置法３６条の２第５項にいう

「やむを得ない事情」とは，天災その他本人の責めに帰すことのできない客観的な事

情があって，買換特例の制度趣旨に照らし，納税者に対してその適用を拒否すること

が不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であり，納税者の主観的な意思

あるいは個人的な事情はこれに該当しないと解される。

そこで検討すると，本件においては，一審原告は，Ａ税理士から雪谷税務署で教示

された金額より約１８０万円も低い税額を示されながら，何らかの節税方法があるの

ではないか，あるいは税務署で教えられた金額が間違っていたのではないかなどと勝

， ， ，手に思い込み Ａ税理士に対して税額の根拠等について何ら確認することなく また

一件書類の返却を受けた後も，本件確定申告書の控え等の中身の点検や確認を全くし

なかったものであって，このような点に一審原告にも落ち度があったといわざるを得

ない。

しかしながら，更に検討すると，一審原告は，租税についての専門的知識を有して

， （ ），いたわけではなく 適正な納税申告の実現について公共的使命を負い 税理士法１条

税理士法上もそれに即した公法的規律を受けている税理士に対して，その言動を信頼

し，何らかの適切な節税方法があるのではないかなどと信用してその処理を全面的に

委ねたこと，一審原告は，買換特例の適用を当然の前提としてそのすべての関係書類

をＡ税理士に交付したこと，同税理士から求められた５２０万円を買換特例適用後の

所得税及び手数料との認識で同税理士に支払ったこと，同税理士は，本件譲渡資産の

譲渡を前提としながら，買換特例を適用せず，その取得費等につき不実の経費を計上

して納付すべき税額を０円とする本件確定申告書を作成提出し，上記５２０万円を領

得したこと，そして，本件においては，Ａ税理士の請託を受けた現職の統括国税調査
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官が脱税行為に関与し，賄賂を収受した上で内容虚偽の本件確定申告書に係る過少申

告の事実を黙認し，税務調査の手が及ばないように取り計らうなどして，不正行為の

， ， ，発覚を妨げていたこと しかも こうした課税当局の職員の積極的な関与がなければ

Ａ税理士の脱税行為の遂行は不可能であったことが認められるのであって，このよう

な特別な事情を斟酌すると，本件においては，納税者である一審原告の責めに帰すこ

とのできない客観的な事情があり，本件買換特例の制度趣旨に照らし，その適用を拒

否することが不当又は酷になる場合に当たるというべきであって，措置法３６条の２

第５項にいう「やむを得ない事情がある」と認めることができる。

したがって，本件譲渡資産の譲渡に係る長期譲渡所得について，本件買換特例の適

用が認められるべきであり，その適用を否認した本件更正処分は，上記修正申告額で

ある７０８万８３００円を超える部分において違法であるから取り消されるべきであ

る。また，本件買換特例の適用を否認した本件更正処分を前提とする第二次決定処分

のうち過少申告加算税額（４３８万１５００円）相当分も，取消しを免れない。

第４ 結論

よって，その余の争点について判断するまでもなく，本件更正処分のうち上記修正

申告額を超える部分及び第二次決定処分（ただし，本件上告審判決により確定済みの

原判決主文第２項が取り消すこととしている加算税額４３８万１５００円を超える部

分を除く ）の各取消しを求める一審原告の本件請求部分はすべて理由があるから，。

これらを認容すべきところ，一審原告の控訴に基づき，原判決のうちこれらに係る請

求を棄却した部分を取り消すこととして，主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第２３民事部

裁判長裁判官 安 倍 嘉 人

裁判官 内 藤 正 之

裁判官 後 藤 健


